
令和８年５月２８日 

 

 

お 知 ら せ 
 

「第１２次岡山県交通安全計画」を策定しました 

 

 交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）に基づき、県内の陸上交通の安全に

関する総合的かつ長期的な施策の大綱となる「第１２次岡山県交通安全計画」を、このほ

ど岡山県交通安全対策会議（会長：知事）が取りまとめましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 計画の基本理念   

   ○交通事故のない安全で安心な岡山県を目指して 

   ○人優先の交通安全思想 

   ○少子化・高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築 

     

２ 計画の趣旨   

  県内の陸上交通の安全（道路、鉄道及び踏切道）に関する総合的かつ長期的な施策の

大綱及び施策を、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について定める。 

 

３ 取組期間   

  令和８年度から令和１２年度までの５年間 

 

４ 計画の概要   

（１）道路交通の安全                         

◇目標（令和１２年までに） 

       ○交通事故死者数（２４時間死者数）  ４０人以下/年 

       ○交通事故重傷者数                ３６０人以下/年 

◇重視すべき視点 

       ○こどもの安全確保のための環境整備 

       ○外国人の交通安全対策の推進 

        ○生活道路における歩行者等の安全確保 等 
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◇主な施策 

       ○道路交通環境の整備 

・交通安全施設等の整備事業の推進（戦略的維持管理等）拡充 

        ○交通安全思想の普及徹底 

・横断歩行者の安全確保（運転者に対する高齢歩行者の行動特性の注意喚起
等）拡充 

・自転車の安全利用の推進（ヘルメット着用をはじめとした交通ルール・マ
ナーの広報啓発等）拡充 

・自動車の安全運転の推進（妨害運転の防止、「ながらスマホ」対策等）新規 

        ○安全運転の確保 

・外国人運転者対策の強化（交通安全教育の充実等）新規  

・運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶（悪質事業者に対する

監査体制の充実等）拡充  

    ○道路交通秩序の維持 
・自転車利用者に対する交通指導取締りの推進（事故抑止に資する取締り等）
拡充  

・特定小型原動機付自転車等の利用者に対する交通指導取締りの強化（悪質・
危険な違反行為の取締り等）新規 

（２）鉄道交通の安全                         

◇目標 

     ○乗客の死者数ゼロの継続 

○運転事故全体の死者数の減少 

◇主な施策 

      ○鉄道交通環境の整備 

○鉄道交通の安全に関する知識の普及  等 

（３）踏切道における交通の安全 

◇目標 

      踏切事故削減の推進 

◇主な施策 

○踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、バリアフ

リー化の促進  

○踏切保安設備等の整備及び交通規制の実施 等 

 

５ ホームページへの掲載 

   「第１２次岡山県交通安全計画」を岡山県のホームページ（くらし安全安心課）に掲

載します。 

       http://www.pref.okayama.jp/page/detail-99200.html 


